
 

 

貝塚市公告第 109 号 

 

条件付一般競争入札を下記のとおり執行する。 

令和７年７月 7 日 

貝塚市長 酒井 了 

記 

 

１ 担当部局 

〒597-8585 貝塚市畠中 1 丁目 17 番 1 号 貝塚市役所本庁１階 

        貝塚市健康福祉部高齢介護課  電話  072-433-7041 

                       ＦＡＸ 072-433-7404 

 

２ 入札に付する事項 

 (1)業務名称 

貝塚市要介護認定調査業務 

(2)業務概要 

別紙仕様書のとおり 

(3)契約期間 

契約締結日から令和 10 年３月 31 日まで 

（ただし、令和８年１月 31 日までは、準備期間とし、要介護認定調査業務は、令和８年２月１日か

ら開始する。） 

(4)契約条項を示す場所及び期間 

場所は、本市ホームページ。 

    期間は、令和７年７月７日（月）から令和７年７月 22 日（火）午後５時まで。 

 

３ 入札参加資格 

  仕様書に定める業務を確実に履行できる者であって、かつ、下記の要件をすべて満たす者であるこ

と。 

(1)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2)法人税または所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(3)貝塚市内の本店、支店、営業所等で入札参加する場合は、貝塚市税を滞納していないこと。 

(4)営業を行うにつき法令等の規定により、官公庁の許可または認可･登録等を必要とする業種にあって

は、当該許可･認可･登録等を受けていること。 

(5)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立てがなされている者または民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなされている者等でないこと。

ただし、更生計画または再生計画の認可がなされている者を除く。 

(6)貝塚市に「入札参加資格登録」を行っており、役務提供入札参加資格を得ていること。 

(7)貝塚市入札参加停止要綱（平成 25 年 12 月２日施行）に基づく入札参加停止等の措置を受けていな

いこと。 

(8)貝塚市暴力団排除条例（平成 24 年貝塚市条例第 23 号）第２条に掲げる暴力団の構成員等でないこ

と及び第 10 条に基づく措置を受けていないこと。 



 

(9)プライバシーマークを取得し、または ISO/IEC27001 の認証を受けていること。 

(10)過去２ヵ年の間に、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を１回以上にわたって締

結し、これらすべてを誠実に履行し、１年以上の契約履行実績を有すること。ただし、履行中のも

のは除く。なお、契約期間が複数年に及ぶ場合は現在履行中のものであっても１年以上の期間履行

されていれば、その契約を実績と認める。 

 

４ 入札関係書類の交付方法 

入札関係書類は公告の日より本市ホームページからダウンロードすること。 

 

５ 入札参加資格確認申請手続 

  本入札に参加を希望する者は、期限までに次に掲げる入札参加資格確認申請書等（以下「申請書類」

という。）を提出しなければならない。なお、使用する印は貝塚市契約検査課への入札参加資格申請使

用届出印（以下「使用届出印」という。）とする。 

（1）申請書類 

  ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

  イ 一般競争入札参加受付票（様式２) 

ウ プライバシーマークまたは ISO/IEC27001 の認証の取得を証明する資料 

  エ 履行実績が確認できる書類（契約書類等の写し（押印が確認でき、契約名、委託者名、受託者名

及び契約期間が明記されたもの）または履行証明書等の写し（発注者が発行するもの））。 

  オ 資格要件にかかる確認書 

（2）入札参加資格確認申請期間及び方法 

   令和７年７月７日（月）から令和７年７月 15 日（火）午後５時まで。 

申請書類の提出は持参（本市の休日を除く。）または郵送（上記期限を必着とし、配達記録の残るも

のによること。）とする。なお、事故等による未着について、貝塚市は責任を負わない。 

（3）提出先 

   上記「１ 担当部局」のとおり。なお、郵送の場合は、送付先の宛名面に「条件付一般競争入札申込

書 在中」と記入すること。 

（4）入札参加資格確認結果の通知 

上記５（1）に定める書類を受領後、本市において入札参加資格の確認を行い、その結果を令和７年

７月 17 日（木）17 時までに各申請者へ個別に FAX で通知する。 

（5）その他 

  ア 申請書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

  イ 提出された申請書類は、返却しない。 

  ウ 提出された申請書類は、提出者に無断で入札参加資格の確認以外の用途に使用しない。 

 

６ 質疑及び回答 

（1）質疑受付期間 

結果通知後から令和７年７月 22 日（火）午後５時（必着） 

（2）提出方法 

電子メールにより受け付ける。様式については、質問書（様式５）をホームページからダウンロード

すること。受付メールアドレスは「13 問合せ先」のとおり。 

質問書送信の際は、件名を「（貴社名）貝塚市要介護認定調査業務質問」とすること。なお、入札説



 

明会は行わない。 

 (3) 回答 

提出された質問については、令和７年７月 24 日（木）までに入札参加資格があると認められた者全

員に電子メールにて個別に回答書を送信する。 

 

７ 入札日時及び入札場所等 

 （1）入札日時 

令和７年７月 30 日（水）午後２時 00 分（時間厳守）  

 （2）入札場所 

    貝塚市役所 第２別館 ２階入札室 

（3）入札時に持参するもの 

    ア 印鑑（使用届出印、ただし代理人の場合は代理人の印） 

    イ 参加資格確認結果通知書 

    ウ 代理人が入札する場合は委任状（様式３） 

 （4）入札書に記載する金額 

 入札に記載する金額は、別紙１「貝塚市介護保険認定調査業務予定件数等一覧表」において、1

件の単価（税抜額）を定めて、契約期間内（26 ヶ月）に予定する件数を乗じた額を記載すること。 

（5）その他 

    ア 入札は上記日時場所に出席して行うこととし、郵送、宅配、電送または電報による入札は認め

ない。 

    イ 入札の執行に際し、天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合は、入札の執行を延期す

る。 

 

８ 入札の辞退 

  入札を辞退する場合は、入札日時までに入札辞退届（様式４）を提出するものとする。 

 

９ 代理人による入札 

   入札書に使用届出印の押印ができない場合には、入札時に委任状（様式３）を提出し、入札書には

入札者の所在地及び商号又は名称、並びに当該代理人の氏名を記入し、委任状の代理人使用印鑑を押

印する。 

 

10 入札の無効 

  次の各号に該当する入札は、無効とする。 

（1）この公告に示した入札参加資格を有しない者または虚偽の申請を行った者がした入札 

（2）この公告及び仕様書に示した条件等、入札に関する諸条件に違反した入札 

（3）入札参加資格確認申請の証拠書類を提出しない者がした入札 

（4）事前審査により入札参加資格を確認された者であっても、その後、落札決定日までの期間におい

て、貝塚市入札参加停止要綱（平成 25 年 12 月２日施行）に基づく入札参加停止等の措置または貝

塚市暴力団排除条例（平成 24 年貝塚市条例第 23 号）に基づく入札等除外措置を受けた者がした入

札。 

（5）金額を訂正した入札または記載金額の不鮮明な入札 

（6）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 



 

 

11 落札者の決定 

（1）開札は、入札締切り後ただちに入札者またはその代理人の面前で行う。 

（2）入札者またはその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することはできない。 

（3）入札者またはその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札

参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状（様式３）を提示しなければな

らない。 

（4）入札者またはその代理人は、入札執行職員またはその補助者が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか、入札場を退場することができない。 

（5）開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札

を行う。ただし、入札回数は３回までとする。有効な入札を行った者のうち、入札価格が予定価格の

制限の範囲内で最低価格の者を落札者とする。入札時において、入札参加者が１者の場合でも入札を

実施する。 

（6）落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、入札参加者を立ちあわせて直ち

に当該入札をした者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。ただし、当該入札者は「くじ」を辞退

することはできない。 

 

12 入札保証金 

  貝塚市契約規則第７条第１項第３号の規定により免除する。 

 

13 問合せ先 

  〒597-8585 貝塚市畠中１丁目 17 番１号 

  貝塚市健康福祉部高齢介護課  

電話：072-433-7041(直通) ／ E-mail: koreikaigo@city.kaizuka.lg.jp 

 


